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クマ被害防止対策に係るふるさと納税寄附受付の開始について（お知らせ） 

 

本市では、令和７年度以降市街地においてクマの目撃情報が多数寄せられており、

現在、市民の安全を最優先に、クマ被害防止対策に取り組んでいるところです。 

このたび、本市のクマ被害防止対策に係る事業の充実を図るため、ふるさと納税に

よる寄附の受付を開始しますので、下記のとおりお知らせします。 

記 

１ 寄附受付するポータルサイト 

  さとふる 

   

２ 寄附受付期間 

  令和８年５月 13日（水）午前０時から ※通年 

 

３ クマ対策に係るふるさと納税寄附受付の概要 

（1） 寄附最低額 

2,000円以上 

（2） 返礼品等について 

本寄附については、お礼の品はお送りしておりません。 

あらかじめ御了承の上、寄附を御検討ください。 

（3） 寄附金受領証明書について 

一般の寄附と同じ様式で盛岡市からお届けいたします。 

（さとふるに登録されている「寄附者情報」の氏名・住所で発行） 

（4） 寄附金の使い道について 

以下の取組の財源として活用させていただきます。 

・わなの修繕や増設に係る経費 

・追い払い用資材等（花火・熊スプレーなど）に係る経費 

・農作物被害防止の電気柵設置への支援 など 

 

４ 問い合わせ先 

盛岡市市長公室都市戦略室  宮崎（みやざき） 019-613-8370 

 

盛岡市プレスリリース 
第２期盛岡市シティプロモーション推進計画 

～住みたいまち・住み続けたいまち・関わりたいまち～ 

 

さとふる 

寄附受付ページはこちら 

※5/13（水）午前０時から公開予定 

 

  

令和８年５月 11日 

市長公室都市戦略室 


